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平成２２年３月２日(１)   

開議 １０時３０分 

○議長 秋成茂信君 

 皆さん、おはようございます。 

只今の出席議員は１７名で定足数に達しています。それでは、只今から、平成２２年第１

回豊前市議会定例会を開会し、本日の会議を開きます。 

日程第１ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今定例会の会期は、議会運営委員会で協議のとおり、本日から３月１

９日までの１８日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、会期は１８日間と決定いたしました。 

 続きまして、日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、１番福井昌文議員、

１７番 宗彦議員を指名いたします。 

 次に、日程第３ 諸般の報告をいたします。 

監査委員から、平成２１年１１月分から、平成２２年１月分までの出納例月検査の報告が

ありました。各報告については、事務局に保管していますので、ご了承願います。 

 続きまして、日程第４ 議案の上程を行い、提案理由の説明を受けることにいたします。 

今定例会には、市長から、議案４１件の提出がありました。これを一括上程し議題といた

します。それでは、市長から提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長 釜井健介君 

 本日、ここに、平成２２年第１回豊前市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位には、公私ご多用のところご臨席を賜り、誠にありがとうございます。厚くお礼を申し

上げます。 

本議会は、平成２２年度の市政運営の基本となる当初予算をはじめ、多くの重要案件に

ついて、ご審議をお願いするものでありますが、議案の説明に先立ちまして、今後の行政

課題等、市政に関する私の所信の一端を申し述べ、議員並びに市民の皆様方のご理解と、

一層のご協力を賜りたいと存じます。 

 我が国経済は、失業率が高水準で推移するなど、厳しい状況にありますが、持ち直して

いくと見込まれております。国においては、景気の持ち直しの動きを確かなものとするた

め、明日の安心と成長のための緊急経済対策を着実に実施することとし、これに伴う平成

２１年度第２次補正予算と、平成２２年度予算を一体として、切れ目なく執行するとして

おります。 

 新政権は、コンクリートから人への理念に立ち、税金の使い道を徹底的に見直し、予算

の中身を抜本的に変革するとし、子育て、雇用、環境、科学・技術に特に重点を置き、国
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民の負託に応えて主要施策の実施に取り組むとしておりますが、厳しい財政状況を反映し

て税収が急激に落ち込む中、平成２２年度の国債発行額は、税収の３７兆円を上回る４４

兆円に達し、国家財政は戦後の混乱期に準ずる危機的状況に陥っております。 

 地方財政については、個人所得の大幅な減尐や、企業収益の急激な悪化等により、地方

税収や地方交付税の原資となる国税収入が引き続き落ち込む一方、社会保障関係経費の自

然増や公債費が高い水準で推移すること等により、財源不足が過去最大に拡大するものと

見込まれております。 

一方、平成２２年度予算編成の基本方針においては、地方のことは地方で決める、地域

主権の確立に向けた制度改革に取り組むとともに、地域に必要なサービスを確実に提供で

きるよう、地方財政の所要の財源を確保することで、住民生活の安心と安全を守るととも

に、地方経済を支え、地域の活力を回復させていくとされ、このような方針に沿って地方

財政対策が講じられております。 

当市におきましても、極めて厳しい経済情勢に加え、急激な改革や変化の波が押し寄せ

るなど、まさに大きな時代の転換期を迎えております。地域分権が進む中、改めるべきは

改める、守るべきは守るという姿勢の堅持がいよいよ求められるとともに、市民参加から

市民協働への流れを更に進め、創意と工夫をこらした市政運営を行っていく必要があると

考えております。 

 また、尐子・高齢化や人口減尐、団塊の世代の大量定年による経済への影響、地方分権

や地域間競争が激化する中にあっては、地域の資源と特色を有効に活用しながら、市民の

皆様が持てる力を最大限に発揮し、個性豊かな新しい地域づくりに取り組んでいけるよう

にしなければなりません。 

そこで、平成２２年度においては、将来に向けての豊前市政発展の基盤をつくるため、

３つの課題について重点的に取り組んでまいります。 

最初に、築上北高校跡地整備と、中心市街地の活性化についてであります。 

築上北高校跡地の東側に位置する文化ゾーンにつきましては、４月より新図書館が開館い

たします。図書館の移設は、市長就任以来の懸案でしたが、旧築上北高校の施設の改装を

もって、それに充てることができることとなりました。また、５月には、埋蔵文化財セン

ターが、秋には、体育館を改装して多目的文化交流センターが開館します。 

多目的文化交流センターは、神楽の常時上演も可能となり、豊前市の伝統を育んでいく

施設になります。旧築上北高校跡地を、豊前市の総合文化施設として再生し、積極的に活

用してまいります。また、北側のグラウンド部分につきましては、厳しい財政事情を踏ま

え、民間の知恵と資金を活用した定期借地権方式により貸し出し、中心市街地の活性化と

賑わいづくりを戦略的に進めることといたしました。現在、民間業者を募集しており、企

業の進出が期待されております。 

 次に、広域連携によるまちづくりについて申し上げます。もはやすべての市町村がフル
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セットのまちづくりを進めることは財政的にも困難であり、広域の各々の自治体が有する

地域特性を活かし、それらを連携させ相互補完することで、まちづくりを進めていくこと

が求められております。このような広域連携によるまちづくりとして、定住自立圏構想が

国により示され、こうした国の構想に応じる形で、昨年 9月、当市を含む県境の３市２町

が、それぞれ中津市と定住自立圏形成協定を結び、九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョ

ンを策定いたしました。今後は、この共生ビジョンに基づき、小児救急医療体制の確保や、

コミュニティバス事業、観光振興などの分野で広域連携を進めてまいります。 

また、福岡県と京築地域の自治体とで進める、京築連帯アメニティー都市圏構想につき

ましては、京築地域ブランド戦略や、日本一の京築神楽の里づくりなど、５つのプロジェ

クトに積極的に取り組んでいるところであります。引き続き関係団体と連携し、共存共栄

による魅力ある圏域づくりに努めてまいります。 

 次に、規律ある行財政運営の進展について申し上げます。豊前市では、平成１７年度に

策定した集中改革プランに基づき行財政改革を進め、定員管理の適正化、補助金の見直し、

民間委託の推進などのほか、公共事業につきましては、事業の集中と選択に努め、市債の

発行を抑えることを基本に取り組みを行ってまいりました。それにより、目標以上の財政

効果をあげることが出来ております。 

しかしながら、ようやく軌道に乗った財政健全化への道を外れず、かつ、より質の高い

行政サービスを市民の皆様に提供していくには、今後とも事業の見直しが不可欠と考えて

おります。平成２２年度以降につきましても、更なる改革を進め、身軽な市政をつくり上

げてまいります。  

 次に、本年度の主要施策とその取り組みについて申し上げます。 

まず、安心・安全の町づくりについてであります。地域医療体制の充実につきましては、

定住自立圏構想に基づき、小児救急センターの運営と、中津市民病院を核とした医療連携

を推進してまいります。また、病院利用者の利便性を図るため中津市と連携しながら、豊

前市役所と中津市民病院を結ぶコミュニティバスを４月下旬から運行いたします。 

１日４往復を走らせ、市民の利便性を高めてまいります。 

 世界規模で感染が拡大しております新型インフルエンザは、本市でも感染者が多数確認

されました。市では、新型インフルエンザ対策会議を設置して対応するとともに、手洗い・

うがいの励行を行うなど感染予防に努めてまいりました。今後は、院内感染対策強化とし

て、豊築休日急患センターに発熱外来診療棟を増設するとともに、引き続き福岡県と医療

機関と連携をとりながら、感染の状況把握に努め、市として取り組む対応を適宜行ってま

いります。 

 次に、健康・福祉の充実についてであります。子育て支援につきましては、子育てを社

会全体で応援するための大きな第１歩として、今年度から、子ども手当が創設されること

となります。周知を図るとともに制度の円滑な移行に努めてまいります。また、母子保健
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では、妊婦健康診断の公費負担や、子どもに対するインフルエンザ予防接種費用の助成を

引き続き実施することとしております。 

 次に、障害者福祉につきましては、豊前市障害者計画・障害者福祉計画に基づき、障害

のある方が地域で安心して生活することができる社会を目指し、地域生活への移行促進や

就労支援等に対応したサービス基盤の整備に取り組んでまいります。 

 なお、障害者自立支援法におけるサービスの定率１割負担につきましては、利用者負担

の軽減の特別措置により、２２年度以降も継続することとなっております。 

高齢者福祉・介護保険につきましては、高齢者やその家族をはじめとする市民、誰々も

が住みなれた地域で安心して生活が営まれるような事業の推進を図ってまいります。 

今年度は新規事業として、高齢者の見守り・社会参加促進事業や、地域サロン実施事業

に取り組みます。 

次に、産業の振興についてであります。農業は本市の重要な産業であります。 

ほ場整備やため池など、農業基盤整備を引き続き推進するとともに、高齢化時代における

担い手の経営安定、認定農業者の育成・支援、営農集団及び組織による生産施設の機能強

化に取り組んでまいります。 

また、各種野菜などの特産品の振興や、朝市などによる地場産物の消費拡大を図るとと

もに、学校給食においても、良質で安心できる地場野菜の安定供給を図るなど、食育計画

の推進と地産地消の取り組みを進めてまいります。 

 水産業につきましては、昨年４月に、魚介類の地産地消を推進するため開設した漁師食

堂「うのしま豊築丸］が、地場産魚介類の調理・販売に大きな成果をあげ、今後の展開が

期待されております。引き続き支援を行うとともに、生産から加工、流通まで一体的にと

らえ、新たな価値を創出することにより再生してまいります。 

また、豊前市のブランド戦略として、豊前一粒カキや、豊前本ガニなどの海産物をはじ

め、京築ヒノキなど地域資源のブランド化を推進するとともに、関係団体との連携により

新たな販売ルートの確立や、新規商品開発に伴う支援を積極的に進めてまいります。 

更に、広域観光のルート化を推進するとともに、農家民宿や森林セラピーについて調査

研究を行い、森林や農山村の魅力を活かした新たな観光資源、産業資源をつくり出し、特

色あるふるさと豊前を推進してまいります。 

商工業につきましては、世界的な金融危機と景気後退の中にあって、本市においても、

消費の低迷による売上高の減尐等により、資金繰りに苦慮する企業が見受けられておりま

す。このため、引き続き福岡県と連携して、制度融資の充実に努め、企業の資金調達を支

援してまいります。また、国のふるさと雇用再生特別基金事業や、緊急雇用創出事業臨時

特例基金事業を活用し、新規雇用の創出に努めてまいります。 

 次に、都市基盤の整備についてであります。東九州自動車道につきましては、用地買収

等が順調に進み、一部で工事が着手されております。また、国道１０号線からインターチ
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ェンジへのアクセス道路となる犀川・豊前線バイパスの事業進捗が図られております。 

これら事業につきましては、予定工期内の完成に向けて積極的に取り組んでまいります。 

市内の主要幹線につきましては、街路事業上町・沓川池線の整備をはじめ、道整備交付

金事業により、市内各地域を結ぶ道路網の整備を進めてまいります。また、街路計画の変

更や土地利用など、都市計画マスタープランの見直しを進めてまいります。 

宇島駅のエレベーター設置につきましては、今年度の完成を目指すとともに、宇島駅を

南北につなぐ自由通路の整備を進め、駅の利便性を更に高めてまいります。 

次に、住宅政策につきましては、雇用・能力開発機構により買い受けた、定住促進住宅

クリーンハイムの入居募集を４月より開始します。家賃につきましては、低価格に設定す

るとともに、子育て家庭には、更に低減策を講ずることとしております。 

 また、赤熊南区画整理事業による分譲地の販売については、子育て家庭の取得を支援す

るため、新たに補助制度を設けることといたしております。 

環境につきましては、地球温暖化防止を強く実行していくことが求められております。 

公用車にエコカーを導入するとともに、自然エネルギーの利用促進を図るため、総合文化

施設の一部に太陽光発電システムを導入いたします。また、今年度も引き続き太陽光発電

システム補助金を実施し、持続可能な低炭素社会の形成に向けた取り組みを進めてまいり

ます。 

 次に、教育・文化の充実についてであります。学校教育は、これまでの生きる力を育む

という基本理念を受け継ぎながら、学力の定着と活用する力の育成を重視する教育を行っ

てまいります。文部科学省より示された新しい学習指導要綱のもと、算数・数学及び理科

の授業時間が増加するとともに、小学校５・６年生までは外国語活動が始まります。 

本市でも、確かな学力を育成するために、研究の成果を各校に広める研究指定校制度に

取り組むとともに、ＩＣＴ環境の整備と有効活用を推進し、教職員の指導力向上を図って

まいります。施設面につきましては、児童・生徒の安全・安心を早急に確保するため、耐

震化優先度調査に基づき、今年度は八屋小学校と千束中学校の耐震調査を行います。 

また、八屋中学校の外壁等改修工事を進めてまいります。 

 社会教育につきましては、身近な学習・交流の場であります公民館活動の充実に努める

とともに、生涯学習推進計画を策定し、総合的な生涯学習に取り組んでまいります。 

また、多目的文化交流センターの開館にあたり、県民文化祭を１１月に開催するなど記

念事業を計画しております。 

以上、申し上げてまいりましたが、今年度は、豊前市が飛躍するまちづくりのための大

切な１年になると考えております。私を先頭に職員一丸となって、全力でこれに取り組ん

でまいりますので、議員並びに市民の皆様方におかれましては、市政運営に、なお一層の

ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 それでは、議案の順序によりまして、提案理由の説明を申し上げます。 
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本議会に提案いたしております議案は、条例案件１７件、指定管理者の指定案件２件、市

道路線の認定・変更案件２件、予算案件１６件、規約の協議案件４件の合計４１件であり

ます。 

議案第１号は、豊前市議会議員及び豊前市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係規定を整備するための案件であり

ます。 

議案第２号は、豊前市区長、副区長及び組長設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いてであります。雇用促進住宅豊前宿舎の譲渡を受けて、豊前市が定住促進住宅として設

置することに伴い、関係規定を整備するための案件であります。 

議案第３号は、豊前市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

す。農村地域工業等導入地区に対する市税の課税免除措置が、平成２１年１２月３１日を

もって廃止されたことに伴い、引き続き、同地区への企業立地の促進を図るため、関係規

定を整備する案件であります。 

議案第４号は、豊前市中小企業融資金の預託に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。中小企業の事業資金の融通を円滑にし、企業の振興を図るため並び

に金融機関の店舗の廃止及び統合に伴い、関係規定を整備するための案件であります。 

議案第５号は、豊前市道路占用条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

道路法その他政令等の規定に照らし合わせ、条文の整備を行うための案件であります。 

 議案第６号は、豊前市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。法定外公共物に係る占用料の額について、市が徴収する占用料の額との整合性を

図るため、関係規定を整備する案件であります。 

 議案第７号は、豊前市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

豊前市道路占用料徴収条例の全部改正に伴い、市が徴収する占用料の額との整合性を図る

ため、関係規定を整備する案件であります。 

 議案第８号は、豊前市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてであります。豊前市道路占用料徴収条例の全部改正に伴い、市が徴収する占用料の

額との整合性を図るため、関係規定を整備する案件であります。 

 議案第 9号は、豊前市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

下水道に係る占用料の額の算定について、準用河川の占用料に準ずることとし、市が徴収

する占用料の額との整合性を図るため、関係規定を整備する案件であります。 

 議案第１０号は、豊前市立図書館条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

豊前市立図書館の移転に伴い、位置及び施設等の利用に関して、関係規定を整備するため

の案件であります。 

 議案第１１号は、豊前市道路占用料徴収条例の制定についてであります。 
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道路法施行令の改正に伴い、同令で定める基準に基づき、道路占用料の額を見直すととも

に関係規定を整備するための案件であります。 

 議案第１２号は、豊前市ホームヘルプサービス事業に関する条例を廃止する条例の制定

についてであります。障害者自立支援法の施行に伴い、ホームヘルプサービスが自立支援

給付の対象となり、条例で規定を定める必要がなくなったため、条例を廃止する案件であ

ります。 

議案第１３号は、豊前市行政財産使用料条例の制定についてであります。 

豊前市道路占用料徴収条例の全部改正に伴い、準用規定が削除されるため、財産使用料の

徴収に関して規定を整備するための案件であります。 

 議案第１４号は、豊前市男女共同参画推進条例の制定についてであります。 

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため、豊前市における男女共同参

画の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、

施策の基本となる事項を定めるための案件であります。 

 議案第１５号は、豊前市暴力団排除条例の制定についてであります。 

市民の安全で平穏な生活を確保し、及び豊前市における社会経済活動の発展に寄与するた

め、暴力団排除の総合的な施策を推進するための条例を整備するための案件であります。 

 議案第１６号は、豊前市準用河川占用料徴収条例の制定についてであります。 

河川法第１００条第１項において準用する同法３２条第１項の規定により、準用河川の占

用料の徴収について規定を整備するための案件であります。 

 議案第１７号は、豊前市立埋蔵文化財センター設置条例の制定についてであります。 

埋蔵文化財の発掘・調査及び研究並びに発掘調査等で出土した資料の保存と、活用を図る

ための豊前市立埋蔵文化財センターを設置するため、関係規定を整備する案件であります。 

 議案第１８号及び議案第１９号は、指定管理者の指定についてであります。 

豊前市語らいの館及び豊前市観光情報センターについて、指定管理者を指定するにあたり

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、市議会の議決を求める案件であります。 

 議案第２０号は、豊前市道路線の認定であります。道路法第８条第１項の規定に基づき

豊前市道路線を認定するにあたり、同法第８条第２項の規定により、市議会の議決を求め

る案件であります。 

 議案第２１号は、豊前市道路線の変更についてであります。 

道路法第１０条第２項の規定に基づき、豊前市道路線を変更するにあたり、同法第１０条

第３項の規定により、市議会の議決を求める案件であります。 

 議案第２２号は、福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の数の増減について、議

案第２３号は、福岡県市町村災害共済基金組合を組織する地方公共団体の数の増減につい

てであります。福岡県自治振興組合及び福岡県市町村災害共済基金組合を組織する地方公

共団体の合併に伴い、当該組合を組織する地方公共団体の数を増減するため、地方自治法
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第２９０条の規定により、議会の議決を求める案件であります。 

 議案第２４号は、京築広域市町村圏事務組合規約の変更についてであります。 

平成２２年４月１日から、京築広域市町村圏事務組合の事務所の位置を変更することに伴

い、京築広域市町村圏事務組合規約を変更する必要が生じたため、地方自治法第２９０条

の規定により、議会の議決を求める案件であります。 

 議案第２５号は、福岡県介護保険広域連合規約の変更についてであります。 

介護保険業務の集約化による経費の削減、及び介護保険事業のより公正な運営等を目標と

した支部の再編を行うことに伴い、福岡県介護保険広域連合規約を変更する必要が生じた

ため、地方自治法第２９１条の１１の規定により、議会の議決を求める案件であります。 

 議案第２６号は、平成２１年度豊前市一般会計補正予算(第４号)であります。 

今回の補正につきましては、国の平成２１年度補正予算に対応するものや、職員退職手当

及び本年度決算見込による補正等について、所要の措置をいたしたところであります。 

 このことによる補正額は、２億６６７１万４０００円で、補正後の予算総額は、１２６

億４５７４万２０００円であります。 

歳出の目的別補正の概要について説明を申し上げます。 

２款総務費に３億６５９０万１０００円の補正であります。その主なものは、選挙費２０

０万６０００円を減額し、職員退職手当１億６７０８万１０００円、赤熊南区画整理事業

保留地購入費２億９３５万８０００円を補正するものであります。 

 ３款民生費は、６６７１万８０００円の減額補正であります。その主なものは、重度障

害者医療費３３１７万６０００円、介護保険広域連合負担金１８２４万円を減額し、障害

者自立支援給付費国庫及び県費負担金返還金１１６９万４０００円、子ども手当システム

開発委託費４８１万円を補正するものであります。 

 4 款衛生費は、３２１７万３０００円の補正であります。その主なものは、保健衛生総

務費１３８９万４０００円、環境衛生費１４８４万６０００円減額し、水道事業会計補助

金６２００万円を補正するものであります。 

 ５款労働費は、専修学校等技能習得資金貸付金１４４万円を減額補正するものでありま

す。 

 6 款農林水産費は、１５０万円の減額補正であります。その主なものは、農業振興費３

９８万９０００円、林業振興費２６２万６０００円をそれぞれ減額し、農地費９４３万７

０００円補正するものであります。 

７款商工費は、５５万円の補正であります。その主なものは、寄附金に伴う観光用備品

費５万円、観光開発基金積立金５０万円の補正をするものであります。 

 8 款土木費は、３５７６万５０００円の補正であります。その主なものは、河川総務費

２４０万円、港湾管理費１９３万６０００円、都市計画費２７８万円を減額し、道路橋梁

費４２４６万７０００円を補正するものであります。 
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 9 款消防費は、９００万６０００円の減額補正であります。その主なものは、防災ハザ

ードマップ作成業務委託費１２０万６０００円、消防自動車購入費７８０万円を減額補正

するものであります。 

 １０款教育費は、５４２８万円の減額補正であります。その主なものは、文化施設整備

事業４１６０万円、文化財保護費４５９０万円をそれぞれ減額し、小学校防水改修工事費

１９００万円、中学校防水改修工事費１９８０万円、公民館改修工事費１０００万円を補

正するものであります。 

１１款災害復旧費は、土木施設災害復旧費２１４０万円を減額補正するものであります。 

１２款公債費は、長期償還利子、及び一次借入金利子１３３３万１０００円を減額補正す

るものであります。この補正予算の財源は、国の補正に伴う地域活性化・きめ細かい臨時

交付金７９７０万２０００円などの国庫補助金のほか、一般財源として、地方交付税等を

それぞれ歳入見込により措置いたしたところであります。 

 次に、特別会計について申し上げます。 

議案第２７号は、平成２１年度豊前市営駐車場事業特別会計補正予算(第１号)であります。

補正額は５０万円で、一般会計繰出金の減によるものであります。 

 議案第２８号は、平成２１年度豊前市バス事業特別会計補正予算(第１号)であります。 

補正額は４７万７０００円で、燃料費の減によるものであります。 

議案第２９号は、平成２１年度豊前市水道事業会計補正予算(第１号)であります。 

水道会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額について、営業外収益として、

一般会計からの補助金６２００万円を補正するものであります。 

議案第３０号は、平成２１年度豊前市下水道事業特別会計補正予算(第１号)であります。 

公共下水道事業における国庫補助事業の増工による予算の補正で、資本的支出の建設改良

費及び資本的収入が、それぞれ１０００万円の増額となっております。 

 議案第３１号は、平成２２年度豊前市一般会計予算であります。 

その概要について、ご説明申し上げます。 

 本市の財政状況につきましては、歳入におきまして、その根幹である市税収入が、市民

税などの落ち込みによって、大幅に減額となる見込みですが、国の景気対策等もあり、地

方交付税や臨時財政対策債の特例的な増額によって、一般財源の総額は前年度より増加し

ております。 

 一方、歳出におきましては、地域経済の活性化や雇用安定対策、尐子・高齢化社会を見

据えた福祉・医療・教育の充実など、緊急かつ重要な課題に対応しながら、人口増対策や

地域の安全と市民生活の安心を高める施策などにも、積極的に取り組むことが求められて

おりますが、厳しい財政状況に変わりはなく、引き続き行財政改革に取り組み、総人件費

の抑制をはじめ、行政経費全般について、更に徹底した見直しを行い、財源の確保を図っ

たところであります。 
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 投資的経費につきましては、上町団地建替事業、上町・沓川池線街路事業、道整備交付

金事業、文化施設整備事業などの継続事業をはじめ、新規事業として、宇島駅自由通路等

整備事業や、八屋中学校外壁等改修事業などを措置いたしたところであります。 

このことによる一般会計の総額は、１１５億４５４０万円で、対前年比１億３０４０万

円、１．1％の減となっております。この歳入予算は、歳出予算措置に伴う国・県支出金

及び市債などの特定財源のほか、一般財源として市税・地方交付税などを予算措置いたし

たところであります。 

以上、歳入歳出予算の概要について申し上げましたが、各細目別につきましては、それ

ぞれ関係委員会において、ご審議をお願いいたします。 

 次に、特別会計について、ご説明申し上げます。 

議案第３２号は、平成２２年度豊前市国民健康保険事業特別会計予算であります。 

予算額は３９億１７８万５０００円で、対前年４０６４万７０００円、１．１％の増で、

これは医療費の増であります。 

 議案第３３号は、平成２２年度豊前市老人保健特別会計予算であります。 

予算額は４３５万６０００円で、対前年７１８万８０００円、６２．３％の減で、これは

後期高齢者医療制度の移行によるものであります。 

 議案第３４号は、平成２２年度豊前市後期高齢者医療事業特別会計予算であります。 

予算額は、４億４８７８万５０００円で、対前年２６７４万円、６．3％の増で、これは

後期高齢者医療広域連合納付金の増によるものであります。 

 議案第３５号は、平成２２年度豊前市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算であります。 

予算額は、４１７万９０００円で、対前年３７万８０００円、８．３％減であります。 

これは長期償還金の減によるものであります。 

 議案第３６号は、平成２２年度豊前市公共用地先行取得事業特別会計予算であります。 

予算額は１０００万円で、前年度と同額であります。 

 議案第３７号は、平成２２年度豊前市営駐車場事業特別会計予算であります。 

予算額は、６８０万円で対前年１００万円、１２．８％の減であります。これは一般会計

繰出金の減によるものであります。 

 議案第３８号は、平成２２年度豊前市バス事業特別会計予算であります。 

予算額は３９９４万２０００円で、対前年５８万９０００円、１．５％の減であります。 

これは経費節減によるものであります。 

 議案第３９号は、平成２２年度豊前市水道事業会計予算についてであります。 

当年度の業務予定量は、給水件数６９９５件、年間総給水量１７５万㎥、１日平均給水量

４７９５㎥の予定であります。 

 第３条予算の収益的収入及び支出の予定額は、収益５億２９８４万８０００円で、その

主なものは、営業収益４億５７４２万４０００円、営業外収益７２４２万３０００円であ
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ります。支出の費用は、５億２５８２万１０００円で、その内容は、営業費用４億 9１６

４万３０００円を予定しており、実質利益４０２万７０００円となっております。 

 次に、第４条予算の資本的収入及び支出の予定額は、収入７４７０万１０００円で、そ

の主なものは、企業債２８１０万円、出資金９００万円、国庫補助金９００万円、工事負

担金２８６０万円を見込んでおります。 

支出につきましては、１億６７０９万円で、その内訳は、建設事業費に６５８５万円、

第８期拡張費に２９００万円、企業債等償還金に７２２４万円を予定しております。 

収入額が、支出額に対する不足額９２３８万９０００円は、減債積立金、過年度分損益勘

定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補填をするものであります。 

 議案第４０号は、平成２２年度豊前市下水道事業特別会計予算についてであります。 

まず、豊前市公共下水道事業について、当年度の業務予定量は、排水件数２５００件、年

間総処理水量６９万㎥、主要な建設改良事業は、管渠布設事業に１億７３５１万６０００

円で、塔田・吉木・沓川地区の面整備事業２３５０ｍ、処理場建設事業に２４８０万円を

予定しております。 

第３条予算の収益的収入及び支出の予定額は、収益４億２５３９万９０００円で、その

主なものは、営業外収益３億６４４万３０００円であります。 

支出の費用は、４億９３５３万４０００円で、その主なものは、営業費用３億９４４１

万９０００円を予定しており、実質損失６８１３万５０００円となっております。 

 次に、第４条予算の資本的収入及び支出の予定額は、収入１億４１８２万円で、その主

なものは企業債６４４０万円を見込んでおります。 

 支出につきましては３億５２９３万円で、その主なものは、建設改良費１億９８６２万

１０００円を予定しております。収入額が支出額に対して不足する額２億１１１１万円は、

当年度分消費税、及び地方消費税資本的収支調整額・過年度分損益勘定留保資金・当年度

分損益勘定留保資金で補填するものであります。 

 続いて、豊前市農業集落排水施設事業について、当年度の業務予定量は、排水件数１５

０件、年間総処理水量５万３０００㎥の予定であります。 

第３条予算収益的収入及び支出の予定額は、収益１５３６万１０００円で、その主なも

のは、営業外収益１０２０万１０００円であります。支出の費用は、３９３６万７０００

円で、その主なものは、営業費用３３８９万 8０００を予定しており、実質損失２４００

万６０００円となっております。 

次に、第 4条予算の資本的収入及び支出の予定額は、収入支出同額で１２１６万２００

０円を予定しております。 

議案第４１号は、平成２２年度豊前市東部地区工業用水道事業会計予算についてであり

ます。当年度の業務予定量は、給水事業所数１社、年間総給水量２１万３７５０㎥、１日

最大給水量１８００㎥の予定であります。 
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第３条予算の収益的収入及び支出の予定額は、収入１９６３万７０００円を見込んでお

ります。支出の費用は、１９６３万６０００円を予定しており、実質的利益は１０００円

となっております。 

次に、第４条予算の資本的収入及び支出の予定額は、収入支出同額で９１２万６０００

円を見込んでおります。 

以上、提出議案の概要について、ご説明を申し上げましたが、いずれの議案も市政運営

上、緊急かつ必要な案件でありますので、議員各位には慎重にご審議の上、すみやかにご

議決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 

○議長 秋成茂信君 

 以上で議案の上程、提案理由の説明を終わります。 

本日の日程はすべて終了いたしました。 

一般質問は３月９日、１０日、１１日の３日間を予定しております。 

なお、議案質疑については、一般質問の最終日に行います。 

 一般質問並びに議案に対して質疑のある方は、本日午後５時までに発言通告書を提出さ

れますようお願いいたします。 

 それでは、本日はこれをもって散会いたします。お疲れ様でした。 

散会 １１時２３分 

 

 

 

 


